
町
で
は
、
平
成
２７
年
４
月
か

ら
の
町
立
保
育
所
お
よ
び
私
立

（
認
可
）
保
育
園
の
新
規
入
所

の
申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

現
在
、
町
立
保
育
所
・
私
立

保
育
園
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方

は
、
１０
月
中
旬
に
保
育
所（
園
）

を
通
じ
て
、
継
続
の
入
所
申
込

書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

入
所
の
基
準
（
町
立
、
私
立
と
も

同
じ
）

・
1
日
4
時
間
か
つ
週
4
日
以
上

の
就
労
（
フ
ル
タ
イ
ム
・
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
夜
間
・
居
宅
内
な

ど
）

・
産
前
産
後
の
期
間

・
保
護
者
の
病
気
、
け
が
ま
た
は

障
害

・
同
居
親
族
（
入
院
等
含
む
）
の

常
時
介
護
ま
た
は
看
護

・
災
害
を
受
け
た
世
帯
で
保
育
が

で
き
な
い
場
合

・
求
職
活
動
中

日
時

11
月
8
日
㈯
・
10
日
㈪
・

11
日
㈫
9
時
〜
15
時

場
所

役
場
3
階
第
1
会
議
室

保
育
士
に
よ
る
面
接
を
行
い
ま

す
の
で
、
お
子
様
同
伴
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の

①
支
給
認
定
申
請
書
（
事
前
に
記

入
）

②
入
所
申
込
書
（
事
前
に
記
入
）

③
家
庭
状
況
表
・
子
ど
も
の
記
録

（
事
前
に
記
入
）

④
勤
務
・
内
職
証
明
書
等

⑤
平
成
26
年
1
月
1
日
現
在
伊
奈

町
に
住
民
票
が
な
い
方
は
平
成

26
年
度
市
町
村
民
税
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書
（
納
税
通
知
書

で
も
可
）（
写
し
可
）

書
類
配
布

10
月
1
日
か
ら
子
育

て
支
援
課
で
配
布
し
ま
す
。

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

施
設
見
学
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
電
話
予
約
を
し
て
か
ら
訪

問
し
て
く
だ
さ
い
。

常
勤
支
援
員

勤
務
時
間

平
日
12
時
〜
19
時
、

土
曜
お
よ
び
長
期
休
暇
10
時
30
分

〜
19
時

※
週
5
日
、
日
曜
お
よ
び
祝
日
は

除
く

賃
金

時
給
1,
2
5
0
円

資
格

保
育
士
、
幼
稚
園
・
小
・

中
・
高
校
の
教
諭
等
の
資
格
を
有

す
る
方

募
集
人
員

7
名
程
度

非
常
勤
支
援
員

勤
務
時
間

平
日
14
時
〜
19
時
、

土
曜
お
よ
び
長
期
休
暇
7
時
30
分

〜
19
時
（
半
日
交
代
勤
務
）

※
週
3
〜
5
日
、
日
曜
お
よ
び
祝

日
は
除
く

賃
金

時
給
1,
0
5
0
円

資
格

保
育
士
、
幼
稚
園
・
小
・

中
・
高
校
の
教
諭
等
の
資
格
を
有

す
る
方

募
集
人
員

10
名
程
度

補
助
員

勤
務
時
間

平
日
14
時
〜
18
時
30

分
、土
曜
お
よ
び
長
期
休
暇
7
時
30

分
〜
18
時
30
分（
半
日
交
代
勤
務
）

※
週
3
〜
5
日
、
日
曜
お
よ
び
祝

日
は
除
く

賃
金

時
給
9
0
0
円

資
格

な
し

募
集
人
員

5
名
程
度

⃞申

市
販
の
履
歴
書
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規

格
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

子
育
て
支
援
課
ま
で
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

問

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

係
�内
２
１
２
９

町町
立立
保保
育育
所所
おお
よよ
びび
私私
立立（（
認認
可可
））保保
育育
園園
のの

新新
規規
入入
所所
のの
受受
付付

問

子
育
て
支
援
課
保
育
係
�内
２
１
２
７
・
２
１
２
８

電話番号

７２８－３２５８

７２２－４８２０

７２２－１８５５

７２９－２８８８

７２３－３００１

７２０－４１５２

未定

所在地

内宿台五丁目２１４番地３

小室６９６８番地３

小室３１１４番地

小針新宿５２３番地１

小室９５４４番地１

小室１０２７番地２

内宿台４丁目２２番地（予定）

対象年齢

生後６か月以上

生後８か月以上

生後５７日以上

保育所（園）名

町立北保育所

町立中央保育所

町立南保育所

カオルキッズランド伊奈園

みちのこ保育園

ピノ保育園

（仮）ゆたか保育園 ※平成２７年度新規開園

放課後
児童支援員
（補助員）を
募集します

定員

各40名

30名

35名

40名

35名

新設クラブ名

小針北第三・四・六児童クラブ

小針北第五児童クラブ

小針第二児童クラブ

小室第三児童クラブ

南第二児童クラブ

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
」
の
開
始
に
よ
り
平
成
２７
年
度

か
ら
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
対
象

児
童
が
小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生

ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

新
た
に
７
つ
の
児
童
ク
ラ
ブ
が
新

設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
臨
時

職
員
（
支
援
員
お
よ
び
補
助
員
）

を
募
集
し
ま
す
。

42014.10



平成25年度決算における
健全化判断比率および資金不足比率を公表します
地方公共団体は、財政破たんを未然に防止するため、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」

に基づき健全化判断比率と資金不足比率を公表することとしています。
問 企画課財政係�内２２１８

語句の説明
《実質赤字比率》
一般会計等の赤字の大きさを表したもの。

《連結実質赤字比率》
すべての会計の赤字と黒字を合算して赤字
の程度を表したもの。
《実質公債費比率》
一般会計等の借入金返済額やこれに準ずる
ものの額の大きさを表したもの。財政負担の
程度を示す。
《将来負担比率》
一般会計等の借入金残高や将来支払ってい
く可能性のある負担の程度を表したもの。将
来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示
す。
《資金不足比率》
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規
模である料金収入の規模と比較して表したも
の。経営状況の深刻度を示す。

平成25年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比
率は下表のとおりで、すべて基準を下回りました。

（単位：％）
財政再生基準
20．00
30．00
35．00

※「―」の部分は、黒字を表します。

早期健全化基準
13．91
18．91
25．00
350．00

◎健全化判断比率
伊奈町の数値

―
―
10．5
77．1

名 称
実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実 質 公 債 費 比 率
将 来 負 担 比 率

（単位：％）
経営健全化基準
20．00
20．00

※「―」の部分は、黒字を表します。

伊奈町の数値
―
―

◎資金不足比率
特別会計の名称

水 道 事 業 会 計
公共下水道事業特別会計

イエローカードというべきもので、4つの指標のう
ち、1つでもこの基準以上である場合、財政健全化
計画を策定して、自主的な財政再建を目指す。

レッドカードというべきもので、4つの指標のうち、1つで
もこの基準以上である場合、財政再生計画を策定し、国の監
督の下、早期健全化基準未満となるまで財政健全化を目指す。

指標がこの基準以上の場合、当該公営企業会計は、
経営健全化基準を策定して、経営改善を目指す。

早期健全化
基 準

財 政 再 生
基 準

経営健全化
基 準

総総合合セセンンタターー 一一部部休休館館ののおお知知ららせせ
総合センターは耐震補強工事のため、11月～平成27年8月にかけて一部の施設利用を休止とさせていた

だきます。
ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。

利用休止する施設および利用休止期間
利用休止期間

11月10日～平成27年3月末

12月初旬～平成27年3月末

11月10日～平成27年8月末
※安全性確保のため、利用休止期間を変更しました。
※舞台のみの利用については、平成27年3月ま
では利用可能ですが、公共予約システムから
の予約はできませんので、直接総合センター
へご連絡ください。

※保健センター（健康増進課）、公民館および総合センターの事務所については、館内
で場所を移して業務を行います。
※詳細は、広報いな3月号もしくは町ホームページをご覧ください。

利用休止施設

�コミュニティセンター
（多目的ホール、研修室、ボランティアビ
ューロー、和室、茶室）
�会議室・料理室

�老人福祉センター �児童館
※和室、茶室を児童館として活用予定

�大ホール

お問い合わせは…
�耐震補強工事全般・コミュニティセンター
について
生活安全課�内２２８１

�老人福祉センターについて
福祉課�内２１２６

�児童館について
子育て支援課�内２１６０

�保健センター（健康増進課）業務について
健康増進課�７２０－５０００

�公民館業務について
生涯学習課�内２５４２または
公民館�７２２－９１１２

�総合センターの管理運営について
総合センター�７２２－９１１１
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